
業務委託契約書

委託者                 をFIF、 受託者 繹華覇饉称)繭頸行政書士事務

所 (氏名》行政書士繭募浩をことし、響乙l・■、業務の委託に隣して、次のとおり契約を締結

する。

第 1条 〔契約繊成立》 雫は、乙に対し                  業務につ

いて委託し、乙はこれを承識した。

第 2条 (業務難内容) 前条の委託業務者ま、履行に必要な轟連業務並びに織雛業務を含む

ものとする。

第 3条 《契機構爾) 業務委託勢期間は、平成  年  月  日から平成  年  月

韓までの難問とする。

第 4条 《報告義務〕 乙は、甲からゆ請求があつた場合意こは、委託された業務め履行状況

について直ちに報告しなければならなヽゝ

第 5条 (受話者の書:雛 じ義務う るが、第 1条に依頼された業務を行うにあたり、第二者

から受け取つたものがあるときは、直ちに響に報告 し、甲邊ヽらの講求がある場合には、

これを呼にS:き渡さな:すればならない。

第 6彙 く秘密保持〕 甲/―書ま、本契約に基弓き知り得た一勢舎情報を、第二者に開示 ,議

示してはならな覇ゝ

第 7条 〔善警注意義務) みは,警良なる管理者の注意 をもつて、甲の委託 した

業務の遂行にあたる。

第 8条 ξ委議料の支払Lヽ}本 契約における委託料 (             }は 、

総額       湾(行政手数料      潤及び壼氏薬食など轟経費分は鰐途とす

るぅ

2 甲は、この指定する銀行藝座に振込の方法により行うこととし、次に定める各業務議員

進行状況にあわせた各支払い期難までまこそれぞれの委託料を支払うものとする。

業務着手時着手金  金       需

業務遂衛直議時  金        購 / 行政手数料等預り金      陶

業務遂行後    金        円及び諸経費 《各種護明書取得・舞紙代等)

実費構当 〔業務遂衡後分は許可等がおりた時点より10轟 以内に支払う

ち鍮とします。)

記

この指定 目座  福轟銀行 本鑑営業部 警達預金 自鰹番号 615縫7T

魏舞行政書士事務所 前源 浩

(なお、いかな鶴理由にかかわらず着手金の源金はしないものとします。)


